
 

                    

  

広島県警察本部公告第26号 

次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則（昭和39年広島県規則第

32号）第16条の規定により公告する。 

  令和８年１月30日 

広島県警察本部長 森  本  敦  司  

１ 事業内容 

(1) 事業名称 

広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業 

(2) 事業の仕様等 

  公募要領及び仕様書による。 

(3) 貸付期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで（５年間） 

   ※すべての物件について、更新はしない。 

(4) 貸付場所、設置種類及び面積 

物

件 

番

号 

 

貸付場所 

（施設名、所在地及び設置場所) 

 

位置図 

(図面

記号) 

貸

付 

番

号 

 

設置 

種類 

 

貸付範囲 

(㎡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察本部別館基町庁舎 

(広島市中区基町１－４) 

西館庁舎 

非常階段付近 

Ａ 1 缶
・
ペ
䣹
ト
ボ
ト
ル 

1.82 

警察本部別館宇品東庁舎 

(広島市南区宇品東四丁目１－34) 

正面駐車場 Ｂ 2 2.40 

警察本部科学捜査研究所庁舎 

(広島市中区光南二丁目26－２) 

１階(フロア) Ｃ 3 1.57 

坂町県警待機宿舎123号館 

(安芸郡坂町平成ヶ浜五丁目) 

１階(廊下) Ｄ 4 1.79 

広島中央警察署庁舎 

(広島市中区基町９－48) 

庁舎裏口(犬走り) Ｅ 5 1.25 

庁舎裏口(犬走り) Ｅ 6 1.49 

庁舎裏口(犬走り) Ｅ 7 1.49 

広島東警察署庁舎 

(広島市東区二葉の里三丁目４－22) 

１階(フロア) Ｆ 8 1.79 

庁舎裏口駐車場 Ｆ 9 1.79 

広島西警察署庁舎 

(広島市西区商工センター四丁目1-3) 

１階(フロア) Ｇ１ 10 1.57 

１階(廊下) Ｇ１ 11 1.33 

３階(廊下) Ｇ２ 12 1.35 

広島南警察署庁舎 

(広島市南区出汐二丁目４－65) 

１階(フロア) Ｈ 13 1.30 

庁舎裏口駐車場 Ｈ 14 1.79 

５階(廊下) Ｈ 15 1.79 

安佐南警察署庁舎 

(広島市安佐南区西原九丁目３－20) 

１階(フロア) Ｉ 16 1.20 

裏庭駐車場 Ｉ 17 1.79 

安佐北警察署庁舎 

(広島市安佐北区可部四丁目14-13) 

 

庁舎裏口(犬走り) Ｊ 18 1.57 

正面玄関(屋外) Ｊ 19 1.79 



 

                    

  

 

 

 

 

① 

佐伯警察署庁舎 

(広島市佐伯区倉重一丁目26-1) 

１階(廊下) Ｋ 20 1.79 

１階(廊下) Ｋ 21 1.79 

海田警察署庁舎 

(安芸郡海田町つくも町１－45) 

１階(廊下) Ｌ 22 1.46 

１階(廊下) Ｌ 23 1.57 

廿日市警察署庁舎 

(廿日市市本町１－10) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｍ 24 1.63 

１階(廊下) Ｍ 25 2.36 

大竹警察署庁舎 

(大竹市本町一丁目８－10) 

庁舎裏口(犬走り) Ｎ 26 1.46 

 

山県警察署庁舎 

(山県郡安芸太田町大字加計3760－１) 

庁舎裏口 

(ﾌﾛｱ軒下) 

Ｏ 27 1.79 

 

 

 

 

 

 

 

② 

呉警察署庁舎 

(呉市西中央二丁目２－４) 

裏庭駐車場 Ｐ 28 缶
・
ペ
䣹
ト
ボ
ト
ル 

2.32 

裏庭駐車場 Ｐ 29 1.57 

呉警察署音戸分庁舎 

(呉市音戸町南隠渡一丁目11-48) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｑ 30 1.79 

広警察署庁舎 

(呉市広大新開一丁目５－６) 

裏庭駐車場 Ｒ 31 1.79 

裏庭駐車場 Ｒ 32 1.79 

江田島警察署庁舎 

(江田島市江田島町中央四丁目13－１) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｓ 33 1.33 

東広島警察署庁舎 

(東広島市西条昭和町４－11) 

庁舎正面横(犬走り) Ｔ１ 34 1.57 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｔ１ 35 1.57 

２階(廊下) Ｔ２ 36 1.79 

竹原警察署庁舎 

(竹原市中央一丁目１－13) 

裏庭駐車場 Ｕ 37 1.48 

竹原警察署大崎上島分庁舎 

(豊田郡大崎上島町木江4952－１) 

勝手口付近 Ｖ 38 1.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

福山東警察署庁舎 

(福山市三吉町南二丁目５－31) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｗ 39 缶
・
ペ
䣹
ト
ボ
ト
ル 

1.57 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｗ 40 1.57 

福山西警察署庁舎 

(福山市神村町3106－１) 

裏庭駐車場 Ｘ 41 1.79 

福山北警察署庁舎 

(福山市神辺町大字新道上字三丁目14) 

１階 Ｙ 42 1.42 

尾道警察署庁舎 

(尾道市新浜一丁目７－34) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｚ 43 1.57 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｚ 44 1.57 

尾道警察署因島分庁舎 

(尾道市因島土生町1900－３) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) AA 45 1.33 

三原警察署庁舎 

(三原市皆実三丁目２－６) 

裏庭駐車場 BB 46 1.68 

裏庭駐車場 BB 47 1.68 

府中警察署庁舎 

(府中市鵜飼町542－３) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) CC 48 1.72 

世羅警察署庁舎 

(世羅郡世羅町大字西上原427－１) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) DD 49 1.24 

 

 

④ 

 

 

三次警察署庁舎 

(三次市十日市中二丁目６－６) 

２階 EE 50 缶・

ペッ

トボ

トル 

1.46 

車庫 EE 51 1.65 

庄原警察署庁舎 

(庄原市中本町一丁目３－８) 

 

１階 FF 52 2.54 



 

                    

  

④ 安芸高田警察署庁舎 

(安芸高田市吉田町吉田1204－２) 

裏庭駐車場 GG 53 1.57 

 

 

⑤ 

大竹警察署庁舎 

(大竹市本町一丁目８－10) 

裏庭駐車場 Ｎ 54 紙
カ
䣹
プ 

1.46 

呉警察署庁舎 

(呉市西中央二丁目２－４) 

裏庭駐車場 Ｐ 55 1.45 

安芸高田警察署庁舎 

(安芸高田市吉田町吉田1204－２) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) GG 56 1.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

広島中央警察署庁舎 

(広島市中区基町９－48) 

庁舎裏口(犬走り) Ｅ 57 紙
パ
䣹
ク 

1.35 

庁舎裏口(犬走り) Ｅ 58 1.45 

広島東警察署庁舎 

(広島市東区二葉の里三丁目４－22) 

１階(フロア) Ｆ 59 1.06 

広島西警察署庁舎 

(広島市西区商工センター四丁目1-3) 

庁舎裏口(ﾊﾞﾙｺﾆｰ) Ｇ１ 60 1.06 

安佐南警察署庁舎 

(広島市安佐南区西原九丁目３－20) 

裏庭駐車場 Ｉ 61 1.79 

佐伯警察署庁舎 

(広島市佐伯区倉重一丁目26-1) 

裏庭駐車場 Ｋ 62 1.79 

廿日市警察署庁舎 

(廿日市市本町１－10) 

庁舎裏口(ｺﾝｸﾘｰﾄ敷) Ｍ 63 1.29 

呉警察署庁舎 

(呉市西中央二丁目２－４) 

裏庭駐車場 Ｐ 64 1.57 

広警察署庁舎 

(呉市広大新開一丁目５－６) 

裏庭駐車場 Ｒ 65 1.06 

竹原警察署庁舎 

(竹原市中央一丁目１－13) 

裏庭駐車場 Ｕ 66 1.21 

福山北警察署庁舎 

(福山市神辺町大字新道上字三丁目14) 

１階 Ｙ 

 

67 1.42 

 

⑦ 

牛田新町県警待機宿舎４５・４６号館 

(広島市東区牛田新町二丁目) 

土地 HH 68 缶・

ペッ

トボ

トル 

2.54 

藤垂園県警待機宿舎３６号館 

(広島市佐伯区藤垂園) 

土地 II 69 1.79 

※１ 貸付面積には、転倒防止器具、放熱余地、使用済容器回収ボックスの設置部

分を含みます。 

なお、回収ボックス設置方法及び使用済容器の回収方法の詳細については、

事前に広島県警察の承諾を得れば、落札者間で協議の上、決定することができ

ます。 

※２ 自動販売機は、貸付番号の場所ごとに１台を必ず設置してください。 

※３ 回収ボックスは、貸付番号の場所ごとに原則として１個設置してください。

ただし、貸付番号１、２、25、28、52 及び 68 の場所には必ず２個以上設置し

てください。 

※４ 貸し付ける物件は、飲料用自動販売機（酒類不可）の設置以外の用途で使用

することはできません。 

※５ 自動販売機の主な利用者は、警察職員です。 



 

                    

  

※６ 紙カップ式自動販売機の貸付場所周辺には、水道管が敷設されています。 

※７ 貸付番号 64 及び 67 は、紙パックのみでなく、紙パックと缶及びペットボト

ルの混合とすることができます。 

(5) 入札方法 

物件番号ごとに、貸付料の年額で入札に付する。 

(6) 入札書の記載方法等 

ア 物件番号①から⑥ 

消費税及び地方消費税を含めた１年間分の貸付料を入札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費

税及び地方消費税を含めた金額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切

り捨てるものとする。）を入札書に記載すること。 

イ 物件番号⑦ 

    入札者は、１年間分の貸付料を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号｡以下「施行令」という｡）第 167 条の４の

規定のいずれにも該当しない者であること。 

(2) 本件公募の公告日から開札日までの間のいずれかの日においても、広島県の指名除外

を受けていない者であること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号から第４号まで又は第６号の規定に該当しない者であること。 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）に

基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

(5) 法人にあっては広島県内に本店、支店、営業所等を有し、個人にあっては広島県内で

事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。 

(6) 自動販売機を自ら管理・運営する実績を３年以上有していること。 

(7) 広島県税及び特別法人事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

３ 入札手続等 

(1) 募集要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 

  ア 交付場所 

〒730-8507 広島市中区基町９番 42号 

広島県警察本部総務部施設課管財係（広島県庁舎東館 15階） 

イ 交付期間 

    令和８年１月 30日（金）から令和８年２月 12日（木）まで（土曜日及び日曜日を

除く。）の午前８時 30分から午後５時までの間、随時交付する。 

ウ 入手方法 

上記アの場所で直接受け取る、又は広島県警察ホームページからダウンロードする



 

                    

  

こと。 

(2) 入札参加資格の確認 

  ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加

資格確認申請書及び必要な添付書類（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を

提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 

  イ 提出期限 

令和８年２月 12日（木）午後５時 

  ウ 提出先 

    上記(1)アの場所 

エ 提出方法 

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規

定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵

便に準ずるものに限る。以下同じ。）による。ただし、郵送等による場合は、上記イの

期限までに必着することとする。 

  オ 入札参加資格の確認結果の通知 

    令和８年２月 17日（火）までに通知する。 

(3) 入札書の提出方法 

   持参又は郵送等による。 

(4) 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 日時 

(ｱ) 物件番号① 令和８年３月４日（水） 午後１時 00分 

(ｲ) 物件番号② 令和８年３月４日（水） 午後１時 30分 

(ｳ) 物件番号③ 令和８年３月４日（水） 午後２時 00分 

(ｴ) 物件番号④ 令和８年３月４日（水） 午後２時 30分 

(ｵ) 物件番号⑤ 令和８年３月４日（水） 午後３時 00分 

(ｶ) 物件番号⑥ 令和８年３月４日（水） 午後３時 30分 

(ｷ) 物件番号⑦ 令和８年３月４日（水） 午後４時 00分 

ただし、郵送等による場合は、令和８年３月３日（火）午後５時までに必着するこ

ととする。 

イ 場所 

広島市中区基町９番 42号 

広島県庁舎東館 14階会議室 

ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。 

  ウ その他 



 

                    

  

   持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。 

４ 落札者の決定方法 

(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格以上で最高の価格をもって 

入札した者を落札者とする。 

(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、施行令第 167

条の９の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者（開札に立ち会っていない者を含む。）があるときは、

これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金及び契約保証金 

   免除 

 (3) 入札者に求められる義務 

入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求めら

れた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 

  (4) 入札の無効 

   本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反し

た入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則

第 21条各号に該当する入札は、無効とする。 

  (5) 契約書作成の要否 

   要 

  (6) その他 

募集要領による。 

６ 問合せ先 

  〒730-8507 広島市中区基町９番 42号 

  広島県警察本部総務部施設課管財係（広島県庁舎東館 15階） 

  電話（082）228-0110 内線 2268 ファクシミリ（082）223-3023 

  メールアドレス psokanzai@pref.hiroshima.lg.jp 


